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豊中市地域公共交通協議会の組織改正について 

 

1. 経緯 

「豊中市公共交通協議会」は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に基づくものであり、

市長の諮問に応じて、豊中市公共交通改善計画の策定、評価その他の公共交通についての重要事

項について調査審議し、その意見を答申するものとして、平成 30年（2018年）2月に設置し、

豊中市公共交通改善計画の策定をはじめ、豊中市乗合タクシー事業、豊中東西線バス事業等の施

策展開をして参りました。 

今回、豊中市公共交通改善計画の中間見直しに合わせて、地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（平成 19 年法律第 59 号）（以下「活性化再生法」という。）に基づく地域公共交通計

画（法定計画）に位置付けたものへ改定するため、これまでの地域公共交通会議の機能を引き継

ぎながら、活性化再生法に基づく法定協議会に組織改正を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 目的 

本市の交通政策に関するより総合的な協議及び施策を推進するため、現協議会の組織及び機能

の強化を図るもの。 

 

  

資料２ 

出典：国土交通省資料 

● 「地域公共交通計画」策定の効果 
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3. 組織改正の概要 

＜現行＞ 

〇豊中市公共交通協議会 

根拠 道路運送法施行規則（第 9 条の３） 

主宰者 地方公共団体（市町村（複数可）又は都道府県） 

目的 
・豊中市公共交通改善計画（市の任意計画）の策定及び運用 

・地域の特性・実情に応じた公共交通サービス等に関する協議又は連絡調整 

対象モード バス・タクシー（乗合）、自家用有償旅客運送 

委員 地域公共交通会議において必要とされる構成委員を基本とする 

参加応諾 

義務 
なし 

協議結果 法律上規定なし 

事業実施 行えない 

 

 

＜改正案＞ 

〇豊中市公共交通協議会（名称変更なし） 

根拠 
道路運送法施行規則（第 9条の３） 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（第 6 条） 

主宰者 地方公共団体（市町村（複数可）又は都道府県） 

目的 

・豊中市公共交通改善計画を地域公共交通計画（法定計画）への改定・運用及び

進捗管理 

・地域の特性・実情に応じた公共交通サービス等に関する協議又は連絡調整 

対象モード 多様な交通モード 

委員 構成委員の変更はない 

参加応諾 

義務※１ 
あり 

協議結果※２ 参加者の尊重義務あり 

事業実施 行える 

 

 

※1：主宰者から通知を受けた関係交通事業者や道路管理者等は、正当な理由がある場合を除き、協議

に応じなければならないとされています（協議会への参加要請応諾義務）。 

※2：法定協議会において協議が調った事項については、法定協議会の構成員はその協議の結果を尊重

しなければならないとされています（協議会参加者の協議結果の尊重義務）。 

会議組織を移行 
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＜参考＞法定協議会と地域公共交通会議の比較 

 
法定協議会 地域公共交通会議 

根拠法令等 
地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律（第 6 条） 
道路運送法施行規則（第 9 条の３） 

主宰者 
地方公共団体（市町村（複数可）又は都

道府県） 

地方公共団体（市町村（複数可）又は

都道府県） 

目的 
・ 地域公共交通計画の作成及び実施に

関し必要な協議 

・ 地域の実情に応じた適切な乗合

旅客運送の態様及び運賃・料金等

に関する事項、自家用有償旅客運

送の必要性及び旅客から収受す

る対価に関する事項、その他これ

らに関し必要となる事項の協議

を実施 

・ 地域の交通計画を作成（任意）（※

現在の豊中市公共交通改善計画

が該当） 

対象となる 

交通モード 
多様な交通モード 

バス・タクシー（乗合）、自家用有償

旅客運送 

構成員 

市町村、都道府県、運輸局、交通事業者、

住民・利用者代表、道路管理者、交通管

理者、主宰者が必要と判断する者 

市町村、都道府県、運輸局、交通事業

者、交通事業者の運転者組織、住民・

利用者代表、道路管理者、交通管理

者、主宰者が必要と判断する者 

参加応諾 

義務 
あり なし 

協議結果 参加者の尊重義務あり 法律上規定なし 

事業実施 行える 行えない 

※国土交通省資料をもとに作成 

 

 

 


